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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
三
十
六
号
）（
税
務
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

地
方
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
自
動
車
取
得
税
に
係
る
環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
自
動 

 

車
を
対
象
と
し
た
税
率
の
軽
減
等
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
要
件
を
変
更
し
て
延
長
す
る
ほ
か
、 

 

必
要
な
規
定
の
整
備
を
行
う
。 

二 

内
容 

 

㈠ 

不
動
産
取
得
税 

 
 

ア 

新
築
住
宅
を
宅
地
建
物
取
引
業
者
等
が
取
得
し
た
も
の
と
み
な
す
日
を
住
宅
新
築
の
日 

 
 

 

か
ら
一
年
（
本
則
六
月
）
を
経
過
し
た
日
に
緩
和
す
る
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
平
成
二 

 
 

 

十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。 

 
 

イ 

新
築
住
宅
用
土
地
に
係
る
税
額
の
減
額
措
置
に
つ
い
て
、
土
地
取
得
後
の
住
宅
新
築
ま 

 
 

 

で
の
経
過
年
数
を
三
年
（
本
則
二
年
）
に
緩
和
す
る
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
平
成
二
十 

 
 

 

六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。 

 
 

ウ 

住
宅
及
び
土
地
の
取
得
に
係
る
税
率
を
三
％
（
本
則
四
％
）
と
す
る
特
例
措
置
の
適
用 

 
 

 

期
限
を
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。 

 
 

エ 

宅
地
評
価
土
地
の
取
得
に
係
る
課
税
標
準
を
価
格
の
二
分
の
一
と
す
る
特
例
措
置
の
適 

 
 

 

用
期
限
を
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。 

 

㈡ 

自
動
車
取
得
税 

 
 

ア 

排
出
ガ
ス
性
能
及
び
燃
費
性
能
の
優
れ
た
環
境
負
荷
の
小
さ
い
自
動
車
で
初
め
て
新
規 

 
 

 

登
録
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
非
課
税
措
置
に
つ
い
て
、
対
象
の
見
直
し
を
行
っ
た 

 
 

 

上
で
、
そ
の
適
用
期
限
を
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。 

 
 

イ 

排
出
ガ
ス
性
能
及
び
燃
費
性
能
の
優
れ
た
環
境
負
荷
の
小
さ
い
自
動
車
で
初
め
て
新
規 

 
 

 

登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
税
率
を
本
特
例
措
置
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た 

 
 

 

場
合
の
税
率
に
四
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
対
象
の
見
直 

 
 

 

し
を
行
っ
た
上
で
、
そ
の
適
用
期
限
を
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。 

 
 

ウ 

排
出
ガ
ス
性
能
及
び
燃
費
性
能
の
優
れ
た
環
境
負
荷
の
小
さ
い
自
動
車
で
初
め
て
新
規 

 
 

 

登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
税
率
を
本
特
例
措
置
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た 

 
 

 

場
合
の
税
率
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
対
象
の
見
直 

 
 

 

し
を
行
っ
た
上
で
、
そ
の
適
用
期
限
を
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。 

 
 

エ 

電
気
自
動
車
、
一
定
の
天
然
ガ
ス
自
動
車
、
プ
ラ
グ
イ
ン
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
、
一 

 
 

 

定
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
及
び
一
定
の
軽
油
自
動
車
（
エ
に
お
い
て
「
低
公
害
車
」
と 

 
 

 

い
う
。）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
以
外
の
低
公
害
車
の
取
得
に
係
る
税
率
の 



 
 

 

特
例
措
置
を
廃
止
す
る
。 

 
 

オ 

排
出
ガ
ス
性
能
及
び
燃
費
性
能
の
優
れ
た
環
境
負
荷
の
小
さ
い
自
動
車
（
オ
に
お
い
て 

 
 

 
「
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
以
外
の
環
境
対
応
車 

 
 

 
の
取
得
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
電
気
自
動
車
等
を
対
象
に
追
加
し
た 

 
 

 

上
で
、
そ
の
適
用
期
限
を
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。 

 
 

カ 

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
が
路
線
定
期
運
行
の
用
に
供
す
る
自 

 
 

 

動
車
（
以
下
「
路
線
バ
ス
等
」
と
い
う
。）
の
う
ち
、
一
定
の
ノ
ン
ス
テ
ッ
プ
バ
ス
で
初
め 

 
 

 

て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
つ
い
て
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
七
年
三
月
三 

 
 

 

十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
取
得
価
額
か
ら
千
万
円
を
控
除
す
る
特
例
措
置 

 
 

 

を
講
ず
る
。 

 
 

キ 

路
線
バ
ス
等
の
う
ち
、
一
定
の
リ
フ
ト
付
き
バ
ス
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も 

 
 

 

の
の
取
得
に
つ
い
て
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と 

 
 

 

き
に
限
り
、
取
得
価
額
か
ら
六
百
五
十
万
円
（
乗
車
定
員
が
三
十
人
未
満
の
も
の
は
、
二 

 
 

 

百
万
円
）
を
控
除
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
。 

 
 

ク 

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
が
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
乗
用
車 

 
 

 

の
う
ち
、
一
定
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
タ
ク
シ
ー
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る 

 
 

 

者
の
取
得
に
つ
い
て
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と 

 
 

 

き
に
限
り
、
取
得
価
額
か
ら
百
万
円
を
控
除
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
。 

 
 

ケ 

次
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
つ
い
て
、
当 

 
 

 

該
取
得
が
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
（

（ア）
の
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
車
両
総
重
量
が
二
十 

 
 

 

二
ト
ン
を
超
え
る
も
の
及
び

（イ）
の
ト
ラ
ッ
ク
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
）
ま
で 

 
 

 

に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
取
得
価
額
か
ら
三
百
五
十
万
円
を
控
除
す
る
特
例
措
置
を
講 

 
 

 

ず
る
。 

 
 

 

（ア） 

車
両
総
重
量
が
八
ト
ン
を
超
え
る
ト
ラ
ッ
ク
（
け
ん
引
自
動
車
及
び
被
け
ん
引
自
動 

 
 

 
 

車
を
除
く
。）
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と 

 
 

 
 

し
て
定
め
ら
れ
た
制
動
装
置
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の 

 
 

 
 

技
術
基
準
（
以
下
「
制
動
装
置
保
安
基
準
」
と
い
う
。）
に
適
合
す
る
も
の 

 
 

 

（イ） 

車
両
総
重
量
が
十
三
ト
ン
を
超
え
る
ト
ラ
ッ
ク
（
け
ん
引
自
動
車
に
限
る
。）
で
あ 

 
 

 
 

っ
て
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ 

 
 

 
 

た
制
動
装
置
保
安
基
準
に
適
合
す
る
も
の 

 
 

コ 

警
戒
区
域
設
定
指
示
区
域
内
の
自
動
車
以
外
の
自
動
車
の
取
得
に
係
る
自
動
車
取
得
税 

 
 

 

の
納
税
義
務
の
免
除
措
置
に
つ
い
て
、
対
象
と
な
る
区
域
を
自
動
車
持
出
困
難
区
域
と
す 

 
 

 

る
よ
う
改
め
る
。 

 

㈢ 

軽
油
引
取
税 



 
 

軽
油
の
引
取
り
に
係
る
課
税
免
除
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
適
用
期
限
を
平
成
二
十
七 

 
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。 

 
㈣ 

自
動
車
税 

 
 

ア 
環
境
負
荷
の
小
さ
い
自
動
車
は
税
率
を
軽
減
し
、
環
境
負
荷
の
大
き
い
自
動
車
は
税
率 

 
 

 

を
重
く
す
る
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
対
象
の
見
直
し
を
行
っ
た
上
で
、
適
用
期
限
を
そ
れ 

 
 

 

ぞ
れ
二
年
延
長
す
る
。 

 
 

イ 

警
戒
区
域
設
定
指
示
区
域
内
の
自
動
車
以
外
の
自
動
車
の
取
得
に
係
る
自
動
車
税
の
納 

 
 

 

税
義
務
の
免
除
措
置
及
び
警
戒
区
域
設
定
指
示
区
域
内
の
自
動
車
に
係
る
自
動
車
税
の
特 

 
 

 

例
措
置
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
改
め
る
。 

 
 

 

（ア） 

㈡
コ
の
適
用
が
あ
っ
た
場
合
、
当
該
代
替
自
動
車
に
係
る
平
成
二
十
四
年
度
分
及
び 

 
 

 
 

平
成
二
十
五
年
度
分
の
自
動
車
税
の
納
税
義
務
を
免
除
す
る
。 

 
 

 

（イ） 

自
動
車
持
出
困
難
区
域
内
の
自
動
車
が
永
久
抹
消
登
録
等
さ
れ
た
場
合
に
は
、
自
動 

 
 

 
 

車
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
っ
た
日
以
後
、
自
動
車
税
の
課
税
客
体 

 
 

 
 

と
み
な
さ
な
い
も
の
と
す
る
。 

 

㈤ 

そ
の
他 

 
 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。 

三 

施
行
期
日 

 

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日 

 
 



 

条 
 

例 
 

埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

 
 

 

埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

附
則
第
十
一
条
の
二
中
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一

日
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
十
二
条
第
一
項
並
び
に
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十

一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
十
三
条
中
「
附
則
第
九
条
の
三
第
一
項
」
を
「
附
則
第
九
条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
附

則
第
九
条
の
三
第
二
項
」
を
「
附
則
第
九
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
十
八
条
中
「
次
条
第
四
項
に
規
定
す
る
電
気
自
動
車
、
同
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
天

然
ガ
ス
自
動
車
、
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
充
電
機
能
付
電
力
併
用
自
動
車
、
同
条
第
七
項
各
号

に
掲
げ
る
電
力
併
用
自
動
車
又
は
同
条
第
八
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
軽
油
自
動
車
」
を
「
次
に
掲

げ
る
自
動
車
（
第
三
十
五
条
第
一
項
の
自
動
車
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第
十
九
条
ま
で

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十

一
日
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

 

一 

電
気
自
動
車
（
電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動
車
で
内
燃
機
関
を
有
し
な
い
も
の
を
い
う
。

附
則
第
十
八
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 

二 

天
然
ガ
ス
自
動
車
（
専
ら
可
燃
性
天
然
ガ
ス
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車

で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定

に
よ
り
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
（
車
両
総
重
量
（
同
法
第
四
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
車

両
総
重
量
を
い
う
。以
下
こ
の
項
、次
条
及
び
附
則
第
十
八
条
の
四
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。）

が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
十
二
ト
ン
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
）

以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
自
動
車
排
出
ガ
ス
に
係
る
保
安
上
又
は

公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
排
出
ガ
ス
保
安

基
準
」
と
い
う
。
）
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
一

年
天
然
ガ
ス
車
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
二

十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
も
の
で
施

埼
玉
県
条
例
第
三
十
六
号



行
規
則
で
定
め
る
も
の 

 
三 

充
電
機
能
付
電
力
併
用
自
動
車
（
電
力
併
用
自
動
車
（
内
燃
機
関
を
有
す
る
自
動
車
で
併

せ
て
電
気
そ
の
他
の
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
動
力
源
と
し
て
用
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、

廃
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
回
収
す
る
機
能
を
備
え
て
い
る
こ
と
に
よ
り
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四

十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
排
出
の
抑

制
に
資
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
附
則
第
十
八
条
の
四
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
う
ち
、
動
力
源
と
し
て
用
い
る
電
気
を
外
部
か
ら
充
電
す
る
機
能
を
備
え
て
い
る

も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
同
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 

四 

次
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
ガ
ソ
リ
ン
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車

を
い
い
、
前
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 
 

イ 

乗
用
車
又
は
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
若
し
く
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

 
 

 

（１） 

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用 

 
 

 
 

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も 

 
 

 
 

の
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
に
お
い
て
「
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
」
と 

 
 

 
 

い
う
。
）
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 
 

 

（２） 

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸

化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

 
 

 

（３） 

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）

第
八
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

い
て
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
が
同
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
る
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
勘
案
し
て
施
行

規
則
で
定
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
次
項
に
お
い
て
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

率
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
平
成
二
十
七
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る

べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十

七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
百
二
十
を
乗
じ
て
得
た

数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

ロ 

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

（１） 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 
 

 

（２） 

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸 

 
 

 
 

化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

（３） 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の 

 
 

 
 

百
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 



 

五 

次
に
掲
げ
る
軽
油
自
動
車
（
軽
油
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
を
い
い
、

第
三
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 
 

イ 

乗
用
車
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
十
月

一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規

則
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車

基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
も
の 

 
 

ロ 

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

 
 

 

（１） 

平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 
 

 

（２） 

窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に 

 
 

 
 

定
め
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
こ
と
。 

 
 

 

（３） 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の 

 
 

 
 

百
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

ハ 

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

 
 

 

（１） 

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
（
車
両
総 

 
 

 
 

重
量
が
十
二
ト
ン
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
）
以
降
に
適 

 
 

 
 

用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る 

 
 

 
 

も
の
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
一
年
軽
油
重
量
車
基
準
」
と
い 

 
 

 
 

う
。
）
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 
 

 

（２） 

窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
軽
油
重
量
車
基
準
に
定 

 
 

 
 

め
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
こ
と
。 

 
 

 

（３） 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の 

 
 

 
 

百
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 

附
則
第
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
（
第
四
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て
施
行
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

率
を
算
定
し
て
い
な
い
自
動
車
で
あ
つ
て
、
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
平
成
二
十

二
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
次
条
第

四
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
を
算
定
す
る

方
法
と
し
て
施
行
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
し
て
い
る
も
の

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
イ

（３）
中
「
平
成
二
十
七
年
度
以
降
の
各
年

度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
百
二
十
」
と



あ
る
の
は
、
「
平
成
二
十
二
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定

め
ら
れ
た
も
の
に
百
分
の
百
五
十
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
附
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
（
第
三
十
五
条
第
一
項
の
自
動
車
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か

ら
附
則
第
十
九
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
八
項
第
一
号
、
第

二
号
若
し
く
は
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
軽
油
自
動
車
又
は
附
則
第
十
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る

第
一
種
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
動
車
」
を
「
次
に
掲
げ
る
自
動
車
」
に
、
「
前
条
」
を
「
附
則
第
十
八

条
の
四
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
に
、
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七

年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

 

一 

次
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車 

 
 

イ 

乗
用
車
又
は
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
若
し
く
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、 

 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

 
 

 

（ １） 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 
 

 

（ ２） 

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸 

 
 

 
 

化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

 
 

 

（ ３） 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の 

 
 

 
 

百
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

ロ 

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、 

 
 

 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

 
 

 

（ １） 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 
 

 

（ ２） 

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸 

 
 

 
 

化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

 
 

 

（ ３） 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の 

 
 

 
 

百
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

ハ 

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、 

 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

 
 

 

（ １） 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 
 

 

（ ２） 

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸 

 
 

 
 

化
物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

 
 

 

（ ３） 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の 

 
 

 
 

百
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

二 

次
に
掲
げ
る
軽
油
自
動
車 

 
 

イ 

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

（ １） 

平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 



 
 

 

（ ２） 

窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に 

 
 

 
 

定
め
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
こ
と
。 

 
 

 

（ ３） 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の 

 
 

 
 

百
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

ロ 

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

 
 

 

（ １） 

平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 
 

 

（ ２） 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の 

 
 

 
 

百
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

ハ 

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

 
 

 

（ １） 

平
成
二
十
一
年
軽
油
重
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 
 

 

（ ２） 

窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
軽
油
重
量
車
基
準
に
定 

 
 

 
 

め
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
こ
と
。 

 
 

 

（ ３） 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の 

 
 

 
 

百
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

ニ 

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

（ １） 

平
成
二
十
一
年
軽
油
重
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 
 

 

（ ２） 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の 

 
 

 
 

百
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 

附
則
第
十
八
条
の
二
第
三
項
中
「
前
条
又
は
前
項
」
を
「
前
項
又
は
附
則
第
十
八
条
の
四
第
四

項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
に
、
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十

一
日
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

次
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車 

 
 

イ 

乗
用
車
又
は
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
若
し
く
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

 
 

 

（ １） 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 
 

 

（ ２） 

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸 

 
 

 
 

化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

 
 

 

（ ３） 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ 

 
 

 
 

る
こ
と
。 

    

ロ 

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、 

 
 

 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 



（１） 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 
 

 

（ ２） 

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸 

 
 

 
 

化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

 
 

 
（ ３） 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ 

 
 

 
 

る
こ
と
。 

 
 

ハ 

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

 
 

 

（ １） 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 
 

 

（ ２） 

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸 

 
 

 
 

化
物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

 
 

 

（ ３） 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の 

 
 

 
 

百
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 

二 

次
に
掲
げ
る
軽
油
自
動
車 

 
 

イ 

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、 

 
 

 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

（ １） 

平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 
 

 

（ ２） 

窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に 

 
 

 
 

定
め
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
こ
と
。 

 
 

 

（ ３） 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ 

 
 

 
 

る
こ
と
。 

 
 

ロ 

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、 

 
 

 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

 
 

 

（ １） 

平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 
 

 

（ ２） 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の 

 
 

 
 

百
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

ハ 

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に 

 
 

 

も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

（１） 

平
成
二
十
一
年
軽
油
重
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 
 

 

（ ２） 

窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
軽
油
重
量
車
基
準
に
定 

 
 

 
 

め
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
こ
と
。 

 
 

 

（ ３） 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ 

 
 

 
 

る
こ
と
。 

 
 

ニ 

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に 

 
 

 

も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 



      

（ １） 

平
成
二
十
一
年
軽
油
重
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

      

（２） 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の 

 
 

 
 

百
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 

附
則
第
十
八
条
の
二
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

４ 

第
二
項
（
第
一
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
前
項
（
第
一
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
） 

 

の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て
施
行
規 

 

則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
し
て
い
な
い
自
動
車
で
あ
つ
て
、
平 

 

成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て
施
行
規
則
で
定
め
る
方 

 

法
に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に 

 

お
い
て
、
第
二
項
第
一
号
イ

（３）
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の 

 

百
十
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効 

 

率
に
百
分
の
百
三
十
八
」
と
、
前
項
第
一
号
イ

（３）
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消 

 

費
効
率
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費 

 

効
率
に
百
分
の
百
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

附
則
第
十
八
条
の
二
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
削
る
。 

 

附
則
第
十
八
条
の
四
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と

し
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
種
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
動
車
」
を
「
第
三
種
環
境
対
応
車
」
に
改
め
、

「
（
附
則
第
十
八
条
の
二
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
又
は
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自

動
車
の
取
得
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年

三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

附
則
第
十
八
条
の
二
第
三
項
第
一
号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車 

 

二 

附
則
第
十
八
条
の
二
第
三
項
第
二
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
軽
油
自
動
車
（
電
力
併
用
自
動

車
に
限
る
。
） 

 

附
則
第
十
八
条
の
四
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。 

４ 

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る 

 

者
が
同
法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
路
線
定
期
運
行
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
次
項 

 

に
お
い
て
「
路
線
バ
ス
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の 

 

で
あ
つ
て
乗
降
口
か
ら
車
椅
子
を
固
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
ま
で
の
通
路
に
段
が
な
い
も 

 

の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に 

 

係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
七
年
三
月
三 

 

十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額 

 

か
ら
千
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。 

一 

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第



九
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針
（
次
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
基
本

方
針
」
と
い
う
。
）
に
平
成
三
十
二
年
度
ま
で
に
導
入
す
る
台
数
が
目
標
と
し
て
定
め
ら
れ

た
自
動
車
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
（
次
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
公
共
交
通
移
動
等
円

滑
化
基
準
」
と
い
う
。
）
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

５ 

路
線
バ
ス
等
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
つ
て
車
椅
子
を
使
用

し
た
ま
ま
円
滑
に
乗
降
す
る
た
め
の
昇
降
機
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限

る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限

り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
六
百
五
十
万
円
（
乗
車
定
員
三

十
人
未
満
の
附
則
第
十
八
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
路
線
バ
ス
等
に
あ
つ
て
は
、二
百
万
円
）

を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。 

 

一 

基
本
方
針
に
平
成
三
十
二
年
度
ま
で
に
導
入
す
る
台
数
が
目
標
と
し
て
定
め
ら
れ
た
自
動

車
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

二 

公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

６ 

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る 

 

者
が
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で 

 

あ
つ
て
そ
の
構
造
及
び
設
備
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法 

 

律
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
高
齢
者
、
障
害
者
等
（
第
三
号
に
お
い
て
「
高
齢
者
、
障
害
者 

 

等
」
と
い
う
。
）
の
移
動
上
の
利
便
性
を
特
に
向
上
さ
せ
る
も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

 

に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規 

 

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き 

 

に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
百
万
円
を
控
除
し
て
得
た 

 

額
」
と
す
る
。 

一 

基
本
方
針
に
平
成
三
十
二
年
度
ま
で
に
導
入
す
る
台
数
が
目
標
と
し
て
定
め
ら
れ
た
自
動

車
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

三 

高
齢
者
、
障
害
者
等
を
含
む
全
て
の
利
用
者
の
移
動
上
の
利
便
性
を
向
上
さ
せ
る
機
能
を

有
す
る
構
造
及
び
設
備
が
特
に
優
れ
た
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。 

７ 

次
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を



受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
（
第
一
号
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
車
両
総
重
量
が
二
十
二

ト
ン
を
超
え
る
も
の
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
三

十
一
日
）
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価

額
か
ら
三
百
五
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。 

 

一 

車
両
総
重
量
が
八
ト
ン
を
超
え
る
ト
ラ
ッ
ク
（
施
行
規
則
で
定
め
る
け
ん
引
自
動
車
及
び

被
け
ん
引
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
制
動
装
置
に

係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
（
次
号
に
お
い
て
「
制
動

装
置
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
合
す
る
も
の 

 

二 

車
両
総
重
量
が
十
三
ト
ン
を
超
え
る
ト
ラ
ッ
ク
（
施
行
規
則
で
定
め
る
け
ん
引
自
動
車
に

限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
四
月

一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
制
動
装
置
保
安
基
準
で
施
行
規
則

で
定
め
る
も
の
に
適
合
す
る
も
の 

 

附
則
第
十
八
条
の
四
第
一
項
中
「
第
一
種
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
動
車
」
を
「
第
二
種
環
境
対
応
車
」

に
改
め
、
「
（
附
則
第
十
八
条
の
二
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自

動
車
の
取
得
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年

三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

附
則
第
十
八
条
の
二
第
二
項
第
一
号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場 

 
 

合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車 

 

二 

附
則
第
十
八
条
の
二
第
二
項
第
二
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
軽
油
自
動
車
（
電
力
併
用
自 

 
 

動
車
に
限
る
。
） 

 

附
則
第
十
八
条
の
四
第
一
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え

る
。 

 
 

次
に
掲
げ
る
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
一
種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で
初 

 

め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
一
種
環
境
対
応
車
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第 

 

一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ 

 

れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
四
十
五
万
円
を 

 

控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。 

 

一 

電
気
自
動
車 

 

二 

附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
天
然
ガ
ス
自
動
車 

 

三 

充
電
機
能
付
電
力
併
用
自
動
車 

 

四 

附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
四
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を 

 
 

含
む
。
）
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車 



 

五 

附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
軽
油
自
動
車 

 
六 

附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
軽
油
自
動
車
（
電
力
併
用
自
動
車
に
限
る
。
） 

 
附
則
第
十
八
条
の
五
の
見
出
し
中
「
警
戒
区
域
設
定
指
示
区
域
内
の
自
動
車
」
を
「
自
動
車
持

出
困
難
区
域
内
自
動
車
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
警
戒
区
域
設
定
指
示
（
平
成
二
十
三
年
三

月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
関
し
て
原
子

力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
十
五
条
第
三
項
又
は
第
二
十

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
又
は
原
子
力
災
害
対
策
本
部
長
（
同
法
第
十
七
条
第
一

項
に
規
定
す
る
原
子
力
災
害
対
策
本
部
長
を
い
う
。
）
が
市
町
村
長
に
対
し
て
行
つ
た
法
附
則
第

五
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
指
示
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
対
象
区
域
（
以
下
「
警

戒
区
域
設
定
指
示
区
域
」
と
い
う
。
）
内
の
第
三
十
五
条
第
一
項
の
自
動
車
」
を
「
法
附
則
第
五

十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
自
動
車
持
出
困
難
区
域
（
以
下
「
自
動
車
持
出
困
難
区
域
」

と
い
う
。
）
内
の
自
動
車
」
に
、
「
警
戒
区
域
設
定
指
示
区
域
に
係
る
警
戒
区
域
設
定
指
示
が
行

わ
れ
た
日
」
を
「
自
動
車
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三

十
一
日
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
と
す
る
自
動
車
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
」
を
「
と
す
る
自

動
車
で
内
燃
機
関
を
有
し
な
い
も
の
」
に
、
「
及
び
メ
タ
ノ
ー
ル
」
を
「
、
メ
タ
ノ
ー
ル
」
に
、

「
定
め
る
も
の
並
び
に
」
を
「
定
め
る
も
の
及
び
ガ
ソ
リ
ン
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る

電
力
併
用
自
動
車
（
内
燃
機
関
を
有
す
る
自
動
車
で
併
せ
て
電
気
そ
の
他
の
施
行
規
則
で
定
め
る

も
の
を
動
力
源
と
し
て
用
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
廃
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
回
収
す
る
機
能
を
備
え
て
い

る
こ
と
に
よ
り
大
気
汚
染
防
止
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
排
出
の
抑

制
に
資
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
」
に

改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に

改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
次
項
」
を
加
え
、
「
定
め
る
も
の

（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
」
を
「
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
及
び
次

項
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
（
内
燃
機
関
を
有
す
る
自
動
車
で
併
せ
て
電
気
そ
の
他
の
施
行

規
則
で
定
め
る
も
の
を
動
力
源
と
し
て
用
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
廃
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
回
収
す
る
機

能
を
備
え
て
い
る
こ
と
に
よ
り
大
気
汚
染
防
止
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
自
動
車
排
出
ガ

ス
の
排
出
の
抑
制
に
資
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
備
え

て
い
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
」
の
下
に
「
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、

同
項
第
四
号
中
「
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
」
を
「
次

項
に
お
い
て
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
平
成
二
十
二
年
度
以
降
の

各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
第
五
項
に
お
い
て
「
平
成



二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
平
成
二

十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
、
「
平
成
二
十
一
年
度
分
」
を
「
平
成
二
十
五
年
度
分
」

に
、
「
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
五

年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
、
「
平
成
二
十
二
年
度
分
」
を
「
平

成
二
十
六
年
度
分
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

二 

天
然
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
一 

 
 

年
十
月
一
日
（
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
十
二
ト
ン
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
）
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス 

 
 

保
安
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ 

 
 

ス
車
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
天 

 
 

然
ガ
ス
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
も
の
で
施
行
規
則
で 

 
 

定
め
る
も
の 

 

附
則
第
二
十
三
条
第
三
項
第
三
号
中
「
に
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
で
あ
つ
て
平
成
二
十
七
年

度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
次
項
及
び
第
五

項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
百
十
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

三 

充
電
機
能
付
電
力
併
用
自
動
車 

 

附
則
第
二
十
三
条
第
四
項
中
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
十
五
を
乗
じ
て
得
た

数
値
」
を
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
に
、
「
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
車
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
平
成
二
十
五
年
度
分
の

自
動
車
税
に
限
り
、
当
該
自
動
車
が
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
」
に
、
「
平
成
二
十
二
年
度
分
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
分
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。 

５ 

第
三
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
前
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
度
基
準 

 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て
施
行
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ 

 

ー
消
費
効
率
を
算
定
し
て
い
な
い
自
動
車
で
あ
つ
て
、
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消 

 

費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て
施
行
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を 

 

算
定
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
第
四
号
中
「
基
準 

 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
平
成
二
十
七
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ 

 

き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ 

 

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
百
十
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
四
号
に
規
定
す 

 

る
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
三
十
八
」
と
、
前
項
中
「
平
成 



 

二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
平
成 

 
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
」
と
読
み 

 
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

附
則
第
二
十
三
条
の
二
の
見
出
し
中
「
警
戒
区
域
設
定
指
示
区
域
内
の
自
動
車
」
を
「
自
動
車

持
出
困
難
区
域
内
自
動
車
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
平
成
二
十
五
年

度
ま
で
の
各
年
度
分
」
を
「
平
成
二
十
四
年
度
分
及
び
平
成
二
十
五
年
度
分
」
に
改
め
、
同
条
第

五
項
中
「
警
戒
区
域
設
定
指
示
区
域
に
つ
い
て
警
戒
区
域
設
定
指
示
が
行
わ
れ
た
日
」
を
「
自
動

車
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
税
条
例
（
以
下
「
改

正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
こ
の
条
例
の
施
行

の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取

得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
税
条
例
（
以
下
「
改
正
前
の
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則

第
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
他
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

４ 

改
正
後
の
条
例
附
則
第
二
十
三
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
三
年
度
分
ま
で
の
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。 

５ 

改
正
前
の
条
例
附
則
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す

る
他
の
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

６ 

改
正
前
の
条
例
附
則
第
二
十
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す

る
対
象
区
域
内
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
総
務
大
臣
が
施
行
日
以
後
最
初
に
指
定
し
て
公
示
し
た
自
動
車
持
出
困
難
区
域
に
関
す
る
経

過
措
置
） 

７ 

総
務
大
臣
が
施
行
日
以
後
最
初
に
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
附

則
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
て
公
示
し
た
同
号
に
規
定
す
る
自
動
車

持
出
困
難
区
域
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
自
動
車
持
出
困
難
区
域
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正

後
の
条
例
附
則
第
十
八
条
の
五
第
一
項
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
項
の
規
定



の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
自
動
車
持
出
困
難
区
域
で
あ
っ
た
も

の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
改
正
後
の
条
例
附
則
第
十
八
条
の
五
第
一
項
中
「
当
該

自
動
車
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年

三
月
十
一
日
」
と
、
改
正
後
の
条
例
附
則
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
附
則
第
十
八
条
の
五

第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県

条
例
第
三
十
六
号
）
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
附
則
第
十
八
条
の

五
第
一
項
」
と
、
「
平
成
二
十
四
年
度
分
及
び
平
成
二
十
五
年
度
分
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二

十
三
年
度
か
ら
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
当
該
対
象
区
域

内
自
動
車
に
係
る
自
動
車
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
」
と
あ
る
の
は

「
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
」
と
す
る
。 

 
 



規 
 

則 
 

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

  
 

 

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う 

に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
中
「
特
別
徴
収
対
策
課
」
を
「
個
人
県
民
税
対
策
課
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
四
条
の
表
十
八
の
三
号
中
「
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
」
を
「
第
二
十
条
の
九
の
三

第
四
項
」
に
改
め
、
同
表
二
十
七
号
中
「
第
五
十
三
条
第
四
十
七
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
四
十

六
項
」
に
改
め
、
同
表
二
十
七
の
二
号
中
「
第
五
十
三
条
第
四
十
八
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
四

十
七
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

別
記
様
式
第
十
八
号
の
三
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
二
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

              

「
第

２
０

条
の

９
の

３
第

３
項

」
「

第
２

０
条

の
９

の
３

第
４

 

項
」 埼

玉
県
規
則
第
四
十
号



 別記様式第二十二号 
 

年度（  年  月分）個人の県民税課税額異動及び払込報告書 

 区          分 

県 民 税 課 税 額 県 ・ 市 町 村 民 税 徴 収 額  県 民 税 払 込 額 
県民税不
納欠損累
計額 

収入歩合 前月ま
での計 本月分 累 計 前月ま

での計 

本 月 分 
累 計 前月ま

での計 本月分 累 計 
徴収額 還付額 差引徴収

額 

税 
 
 
 
 
 
 

額 

現年課税分（当該年度の収
入となるべき額） 

円 円 円 円 円 円 円 円  円 円 円 円 ％ 

滞
納
繰
越
分 

平成１９年度分以降               

平成１８年度分以前               

小 計               

計               

延 
 
 

滞 
 
 

金 

現年課税分（当該年度の収
入となるべき額） 

 

         備 考 

滞
納
繰
越
分 

平成１９年度分以降          

 

平成１８年度分以前          

小 計          

計          

合 計           

       年  月徴収分の個人の県民税を上記のとおり払い込みます。 
       年  月  日 
 （宛先） 
 埼玉県   県税事務所長 

 
 

市町村長         □印  

 注意 １ 毎月の払込みの際に作成すること。 

    ２ ３月３１日現在の按
あん

分率によつて清算される３月から５月までの徴収分の払込みについては、清算した後実際に払い込む場合の金額を県民税払込額の本月分の欄 
     に記載するものとし、その清算内訳は、別紙明細書に記載し、本報告書に添付すること。 

按
あん

分率  



 

別
記
様
式
第
二
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                                 



 別記様式第二十四号 

  年度（  年  月分）個人の県民税清算払込明細書                            

区 分 

２月までの県
民税市町村民
税の総徴収額 

(１) 

  確   定  
（３月３１日） 

 
(２) 

２月までの県民 

税 払 込 確 定 額 

(１)×(２) (３) 

２月までの 
県民税払込 
累 計 額 

(４) 

払 込 

過 不 足 額 

(３)－(４) (５) 

本月分県民
税市町村民
税総徴収額 

(６) 

本 月 分 県 民 

税 払 込 額 

(６)×(２) (７) 

払 込 過 不 足 
額 を 清 算 し 
た 払 込 額 
(７)＋(５) (８) 

県 民 税 

払 込 累 計 額 

(４)＋(８) (９) 

備 考 

 

税 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

額 

現年課税分（当該年度の収入
となるべき額） 

円  円 円 円 円 円 円 円  

滞

納

繰

越

分 

平成１９年度分以降 
          

平成１８年度分以前 
          

小 計 
          

計 
          

 

延 
 

 
 
 

滞 
 
 
 

金 

現年課税分（当該年度の収入
となるべき額） 

          

滞

納

繰

越

分 

平成１９年度分以降 
          

平成１８年度分以前 
          

小 計 
          

計 
          

合 計 
          

 個人の県民税払込報告書の清算に係る明細は、上記のとおりです。        

 

按
あん

 分 率 



 

別
記
様
式
第
二
十
七
号
中 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
別
記
様
式
第
二
十
七
号
の
二
中 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
三
十
三
号
の
三
（
一
）
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
三
十
四
号
及
び
別
記
様
式
第
三
十
四
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                           

「
第

４
４

項
 

 
第

４
５

項
」

「
第

４
５

項
 

 
第

４
６

項
 

 
第

４
７

項
」

「
第

４
４

項
 

 
第

４
５

項
 

 
第

４
６

項
」

「
第

４
５

項
 

 
第

４
６

項
」

「
平

成
２

４
年

３
月

３
 

「
平

成
２

６
年

３
月

３
１

日
」

 「
あ

て
先

」
「

宛
先

」
 

１
日

」



別記様式第三十四号 
   ※整理番号 

 
 不 動 産 取 得 税 減 額 申 告 書                     

 

        年  月  日 
 
 （宛先） 
 埼玉県   県税事務所長 

（
取
得
者
） 

納
税
義
務
者 

住所又は所在地  

氏 名 又 は 名 称 
及び代表者氏名 

○印   
                            （電話    （   ）    番） 

減額を受けようとする 
不 動 産 取 得 税 

年 度 納 税 番 号 税 額 減 額 を 受 け よ う と 
す る 税 額 納 税 の 済 否 

  

円 円 
納 税 し て い る 

 
納 税 し て い な い 

 減額を受けようとする事由等（該当の数字を○印で囲み、所要事項を記入してください。） 
 
１ 取得した不動産は、その取得の日から１年以内に公共事業の用に供するため収用され、譲渡し、若しくは移転補償金を受けた不動産又は地方公共団
体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実と認められる不動産として譲渡し、若しくは移転補償金を
受けた不動産に代わるものとなつた。 

 ○収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産 

 

土 地 の 所 在 
家 屋 の 所 在 地 

地 番 
家 屋 番 号 

地 目 
種類・構造 用 途 地 積 

床 面 積 固 定 資 産 課 税 台 帳 価 格 

 
    

㎡ 
 

円 

収用・譲渡・移転補償の別 収用され、譲渡し、又は移転補
償金に係る契約をした年月日 

公 共 事 業 の 種 類 公 共 事 業 の 起 業 者 

収 用 ・ 譲 渡 ・ 移 転 補 償 ・  ・   

受付印  



２ 心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が、障害者の雇用の促進等に関する法律第４９条第１項第６号の助成金又は地方税法施行規則附則第３条
 の２の１９の助成金の支給を受けて取得した当該事業所の事業の用に供する施設を当該取得した日から引き続き３年以上当該事業所の事業の用に供
 した。 

 
施 設 の 所 在 地 施 設 の 種 類 床 面 積 取 得 年 月 日 助 成 金 の 額 

 
  

㎡  
・  ・ 

円 

 

 注意 １ この申告書は、埼玉県税条例第３２条の１１の２第１項又は地方税法附則第１１条の４第１項の規定により不動産取得税の減額を受けられるこ
ととなつた場合に、直ちに提出してください。 

    ２ この申告書には、不動産取得税の減額を受けようとする事由を証明する書類を添付してください。 
    ３ ※印の欄は、記入しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第三十四号の二 

 

  

 

  ※整理番号 

  不 動 産 取 得 税 納 税 義 務 免 除 申 告 書                     

     年   月   日 

 （宛先） 

 埼玉県   県税事務所長 

納
税
義
務
者 

住所又は所在地  

氏 名 又 は 名 称 

及び代表者氏名 

○印   

               （電話    （   ）    番） 

納税義務の免除を受けようとする不動

産取得税 

年   度 納  税  番  号 税     額 納  税  の  済  否 

 
 円 

納税している ・ 納税していない 

納税義務の免除を受けようとする事由等（該当の数字を○印で囲み、所要事項を記入してください。） 

 

１ 譲渡担保権者が、譲渡担保財産として取得した不動産を債権の消滅により譲渡担保財産の設定の日から２年以内に譲渡担保財産の設定者に移転し

た。 

 設定者へ移転した年月日 譲渡担保財産の設定者の住所及び氏名（所在地、名称及び代表者氏名）  

 ・   ・   

２ その他の事由（該当の数字を○印で囲んでください。） 

受付印  



 （１） 次のア又はイに該当する。 

    ア 再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い建築施設の部分を取得した場合において、建築工事の完了の公告があつた日の翌日に

     譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得した。 

    イ 再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い公共施設の用に供する不動産を取得した場合において、公共施設の整備に関する工事

     の完了の公告の日の翌日に国又は地方公共団体が当該不動産を取得した。 

 （２） 農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が農地売買等事業の実施により地方税法施行令で定める区域内の農地、採草放牧地又は開

    発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において、これらの土地をその取得の日から５年以内（これらの土地の取得の日から５年

    以内にこれらの土地について土地改良法による土地改良事業が開始された場合において、当該事業の完了の日として地方税法施行令で定める

    日後１年を経過する日がこれらの土地の取得の日から５年を経過する日後に到来することとなつたときは、当該１年を経過する日までの間）

    に当該事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、又は農業経営基盤強化促進法第４条第２項第３号に掲げる事業の実施により現物出資し

    た。 

 （３） 土地改良区が換地計画において定められた換地を取得した場合において、当該換地をその取得の日から２年以内に譲渡した。 

注意 １ この申告書は、埼玉県税条例第３２条の１１の３第１項、第３２条の１１の４第１項、第３２条の１１の５第１項又は第３２条の１１の６第１

項の規定により既に課税を受けている不動産取得税の納税義務の免除を受けられることとなつた場合に、直ちに提出してください。 

２ この申告書には、不動産取得税の納税義務の免除を受けようとする事由を証明する書類を添付してください。 

３ ※印の欄は、記入しないでください。 

 



 

別
記
様
式
第
三
十
六
号
及
び
別
記
様
式
第
三
十
六
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                                



別記様式第三十六号 

   ※整理番号 
 

 不 動 産 取 得 税 減 額 予 定 の 申 告 書                     
 

        年  月  日 

 （宛先） 
 埼玉県   県税事務所長 

取

得

者 

住 所 又 は 所 在 地  

氏 名 又 は 名 称 
及 び 代 表 者 氏 名  

不動産取得税の徴収猶予を受
けようとする不動産 

土 地 の 所 在 
家 屋 の 所 在 地 

地 番 
家 屋 番 号 

地 目 
種 類 ・ 構 造 

地 積 
床 面 積 取 得 し た 年 月 日 

   ㎡ 
 ・  ・ 

 徴収猶予を受けようとする事由等（該当の数字を○印で囲み、所要事項を記入してください。） 
 
１ 土地を取得した日から２年以内（平成１１年４月１日から平成２６年３月３１日までの間に取得した土地については、３年以内（平成１６年４月

１日から平成２６年３月３１日までの間に取得した土地で地方税法施行令で定める場合においては、４年以内））にその土地の上に特例適用住宅が新

築される予定である（その土地の取得をした者がその土地を住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は住宅の新築がその土地の取得をした

者から直接その土地を取得した者により行われる場合に限る。）。 

 
新築される予定の

住宅 

住 宅 の 種 類 床 面 積 着 工 予 定 年 月 日 完 成 予 定 年 月 日 
 一 戸 建 住 宅 

共 同 住 宅 
㎡ 

 ・  ・ ・  ・ 

２ 土地を取得した日から１年以内にその土地の上にある既存住宅等を取得する予定である。 

 
取得する予定

の既存住宅等 

住宅の種類 床 面 積 新 築 年 月 日 現在の所有者の住所及び氏名 取 得 予 定 年 月 日 
 一戸建住宅 

共 同 住 宅 
㎡ 

 ・  ・  ・  ・ 

受付印  



３ 取得した不動産は、その取得の日から１年以内に公共事業の用に供するため収用され、譲渡し、若しくは移転補償金を受ける予定の不動産又は地

方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実と認められる不動産として譲渡し、若しくは移

転補償金を受ける予定の不動産に代わるものとなる予定である。 

 ○収用され、譲渡し、又は移転補償金を受ける予定の不動産 

 

土 地 の 所 在 

家 屋 の 所 在 地 
地 番 

家 屋 番 号 
地 目 

種 類 ・ 構 造 
用 途 地 積 

床 面 積 
固 定 資 産 課 税 台 帳 価 格 

 
    ㎡ 

 円 

収用・譲渡・移転補償の別 収用され、譲渡し、又は移転補償金に

係 る 契 約 を す る 予 定 の 年 月 日 
公 共 事 業 の 種 類 公 共 事 業 の 起 業 者 

収 用 ・ 譲 渡 ・ 移 転 補 償 ・  ・   

４ 心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が、障害者の雇用の促進等に関する法律第４９条第１項第６号の助成金又は地方税法施行規則附則第３

 条の２の１９の助成金の支給を受けて取得した当該事業所の事業の用に供する施設を当該取得した日から引き続き３年以上当該事業所の事業の用に

 供する予定である。 

 
施 設 の 所 在 地 施 設 の 種 類 床 面 積 取 得 年 月 日 助 成 金 の 額 

 
  ㎡  

  ・  ・   円 

 

 注意 １ この申告書は、埼玉県税条例第３２条の９第１項若しくは第３２条の１１の２第２項又は地方税法附則第１１条の４第２項の規定により不動産

取得税の徴収猶予を受けようとする場合に、不動産取得申告書と併せて提出してください。 

    ２ この申告書には、不動産取得税の徴収猶予を受けようとする事由を証明する書類を添付してください。 

    ３ ※印の欄は、記入しないでください。 



別記様式第三十六号の二 

 

  

 
  ※整理番号 

  不動産取得税納税義務の免除予定の申告書  

     年   月   日 

 （宛先） 

 埼玉県   県税事務所長 

取 

得 

者 

住所又は所在地  

氏 名 又 は 名 称 

及び代表者氏名 

 

不動産取得税の納税義務の 

免除を受けようとする不動産 

土 地 の 所 在 
家 屋 の 所 在 地 

地 番 
家 屋 番 号 

地    目 
種 類 ・ 構 造 

地    積 
床  面  積 取 得 し た 年 月 日 

   ㎡  
・  ・ 

徴収猶予を受けようとする事由等（該当の数字を○印で囲み、所要事項を記入してください。） 

 

１ 取得した不動産は、譲渡担保権者が譲渡担保財産として取得したもので、譲渡担保財産の設定の日から２年以内にその設定者に移転する予定であ

る。 

 設定者へ移転予定の年月日 ・    ・ 
 

２ その他の事由（該当の数字を○印で囲んでください。） 

受付印  



 （１） 次のア又はイに該当する。 

    ア 再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い建築施設の部分を取得した場合において、建築工事の完了の公告があつた日の翌日に

     譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得する予定である。 

    イ 再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い公共施設の用に供する不動産を取得した場合において、公共施設の整備に関する工事

     の完了の公告の日の翌日に国又は地方公共団体が当該不動産を取得する予定である。 

 （２） 農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が農地売買等事業の実施により地方税法施行令で定める区域内の農地、採草放牧地又は開

    発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において、これらの土地をその取得の日から５年以内（これらの土地の取得の日から５年

    以内にこれらの土地について土地改良法による土地改良事業が開始された場合において、当該事業の完了の日として地方税法施行令で定める

    日後１年を経過する日がこれらの土地の取得の日から５年を経過する日後に到来することとなつたときは、当該１年を経過する日までの間）

    に当該事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、又は農業経営基盤強化促進法第４条第２項第３号に掲げる事業の実施により現物出資す

    る予定である。 

 （３） 土地改良区が換地計画において定められた換地を取得した場合において、当該換地をその取得の日から２年以内に譲渡する予定である。 

注意 １ この申告書は、埼玉県税条例第３２条の１１の３第２項、第３２条の１１の４第２項、第３２条の１１の５第２項又は第３２条の１１の６第２

項の規定により不動産取得税の徴収猶予を受けようとする場合に、不動産取得申告書と併せて提出してください。 

２ この申告書には、不動産取得税の徴収猶予を受けようとする事由を証明する書類を添付してください。 

３ ※印の欄は、記入しないでください。 
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附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該 

 

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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第
二
条
の
改
正
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定
並
び
に
別
記
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式
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十
二
号
、別
記
様
式
第
三
十
三
号
の
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一
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様
式
第
六
十
四
号
の
三
の
改
正
規
定 

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日 

 

二 

別
記
様
式
第
二
十
四
号
の
改
正
規
定 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日 

「
あ

て
先

」
「

宛
先

」
 

形
     式

 
型

   

「
平

成
２

４
年
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月

３
１

日
」

「
平

成
２
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年
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月

３
１

日
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２
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税
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第
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）
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の

特
例

措
 

 

注
意
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税

法
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１
２

条
の

２
の

２
第

２
項
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号
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。
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の
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項
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（

こ
れ

ら
の

規
定

を
同

条
第

４
項

に
お

い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）
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１
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号
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は

第
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号
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し
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３
項

の
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定
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用
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受
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よ

う
と

す
る
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合

に
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環
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号
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方
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第
 

」 
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名

）
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」 
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則
第

１
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条
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４
第

４
項

」

「
若

 

１
１

条
の

４
第

４
項

」
 



２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当 

 
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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